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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　飼料供給部、給餌部、当該飼料供給部と当該給餌部とを連通する飼料導入部、および、
Ｌ＊ａ＊ｂ＊表色系色度において、Ｌ＊＝２０～１００、ａ＊＝－３０～＋３０、ｂ＊＝
２０以上を示す色を有する材料からなる誘引部を備えることを特徴とする寄生蜂を飼育す
るための給餌装置。
【請求項２】
　上記給餌部が繊維、紙、またはスポンジからなることを特徴とする請求項１に記載の給
餌装置。
【請求項３】
　上記飼料供給部がガラス、ポリエチレン、ポリプロピレン、またはポリエチレンテレフ
タレートからなることを特徴とする請求項１に記載の給餌装置。
【請求項４】
　上記誘引部を構成する材料が、紙、ポリエチレン、ポリプロピレンおよびポリエチレン
フタレートからなる群より選択されることを特徴とする請求項１に記載の給餌装置。
【請求項５】
　上記給餌部および飼料導入部が一体形成されていることを特徴とする請求項１に記載の
給餌装置。
【請求項６】
　飼料供給部、当該飼料供給部から飼料が供給されるように連通された給餌部、および、
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Ｌ＊ａ＊ｂ＊表色系色度において、Ｌ＊＝２０～１００、ａ＊＝－３０～＋３０、ｂ＊＝
２０以上を示す色を有する材料を設けた誘引部を備えることを特徴とする寄生蜂を飼育す
るための給餌装置。
【請求項７】
　請求項１～６のいずれか１項に記載の給餌装置を使用することを特徴とする寄生蜂の飼
育方法。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、植物を加害する小型の害虫に対する天敵昆虫を飼育するための給餌方法およ
び給餌装置に関し、具体的には、寄生蜂（例えば、コナガコマユバチ）を飼育するための
給餌方法および給餌装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　作物を加害する害虫を防除するために、従来から殺虫剤（特に、化学合成殺虫剤）の散
布が行われている。しかし、殺虫剤を過度に散布すると、害虫に殺虫剤抵抗性の系統が出
現する危険性がある。殺虫剤に対して高度の抵抗性を発達させている園芸害虫に対して、
殺虫剤による防除は困難である。
【０００３】
　また、化学合成殺虫剤は、人体、環境および／または非標的生物に対して悪影響を及ぼ
す。例えば、ゴルフ場における芝生の害虫防除のために種々の化学合成殺虫剤（化学農薬
）が大量に使用され、その結果、ゴルフ場従業員の労働衛生上の問題、ゴルフ場から雨水
等により流出した化学農薬による周辺環境汚染の問題、飲料水などの水源地の農薬汚染の
問題、および／または人体に影響を及ぼすなど各種の公害の発生源としての問題を生じる
。
【０００４】
　近年、農業分野の害虫防除において、従来の化学農薬の有する多くの弊害に対する危機
意識が農作物の生産者および消費者の間に広がっており、化学農薬に変わる新しい技術に
よる害虫防除方法が見直されている。
【０００５】
　従来から、昆虫が走光性を有すること、昆虫が紫外線領域から青色領域の光に誘引され
やすいこと、および黄色より波長が長い領域の光が昆虫に対して忌避効果を有することは
知られていた。このような知見に基づいて、果樹園等の防虫（忌避）を目的として、この
ような昆虫の性質を利用する黄色蛍光ランプ（例えば、特許文献１を参照のこと）、蛍光
灯以外に、ＨＩＤランプ（例えば、特許文献２を参照のこと）、または黄色ＬＥＤ（例え
ば、特許文献３を参照のこと）が開発されている。
【０００６】
　しかし、一方では、青または黄の色調で着色された害虫誘因捕集用の種々の捕虫用粘着
テープが、開発または市販されている（例えば、特許文献４または５を参照のこと）。
【０００７】
　このように、特定の色調が特定の昆虫（害虫）に対して誘引効果または忌避効果を奏す
ることは知られていたが、どの昆虫に対してどの色調がどのような効果をもたらすのかは
あまり知られていなかった。さらに、上記の先行技術はいずれも、特定の色調によって直
接害虫を駆除することを目的としているが、さほど効率よく害虫を駆除することができな
かった。
【０００８】
　近年、害虫を防除するための資材として種々の微生物および／または天敵昆虫を利用し
た生物的防除法（すなわち、微生物および／または天敵昆虫を用いた生物農薬を農薬とし
て用いる害虫防除方法）が用いられている。生物的防除において、害虫防除に利用する資
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材は生物自体（例えば、微生物）またはその産生物である。害虫防除に利用する資材は、
一般に特定の昆虫にのみ致死効果をもたらし、他の生物には全く影響を与えないものが用
いられている。このような生物農薬は、従来の化学合成殺虫剤とは異なって化合物を用い
ないので、殺虫剤抵抗性の系統を生じさせない。
【０００９】
　生物的防除に利用される資材の一例としては、寄生性および捕食性を有する天敵昆虫が
挙げられる。数種類の天敵昆虫が、すでに実用化されている。天敵昆虫を利用した生物的
防除技術は、海外から導入した天敵昆虫の利用とわが国土着の天敵昆虫の利用に大別され
るが、現在行われているのは海外から導入した天敵昆虫の利用によるものである。
【００１０】
　近年、海外から導入された数種類の生物農薬が農薬として登録され、その使用が開始さ
れている。これらの生物農薬は、害虫に対する病原体または天敵昆虫などを散布して害虫
の増殖を抑制するものである。しかし、外来の生物農薬は、用いる土地での生態系に影響
を与える可能性が非常に高い。そこで、生態系への影響が少ない土着の天敵昆虫を利用す
る害虫防除（すなわち、新生物農薬）の開発が望まれている。
【００１１】
　また、天敵昆虫を利用した害虫の防除は、ただ単に圃場に天敵昆虫を放し飼いすれば効
果が得られるというものではなく、圃場の害虫の発生密度、および／または放飼のタイミ
ングなどによって効果が左右される。
【００１２】
　寄生蜂は、その幼虫期に植食性昆虫に寄生し、最後に寄主を殺し成虫になるという生活
史を持っている。このような寄生蜂（多くは体長が３ミリ以下）は、広大な環境の中で自
分の寄主となる植食者を探索する際に様々な情報を利用している。
【００１３】
　寄生蜂は、寄主植食者が加害した植物が放出する誘導性化学物質（揮発性の匂い物質）
を利用して寄主探索を行うことが知られている。アブラナ科植物－コナガ（Ｐｕｌｔｅｌ
ｌａ　ｘｙｌｏｓｔｅｌｌａ）－コナガコマユバチ（Ｃｏｔｅｓｉａ　ｐｌｕｔｅｌｌａ
ｅ）系、およびアブラナ科植物－モンシロチョウ（Ｐｉｅｒｉｓ　ｒａｐａｅ）－アオム
シコマユバチ（Ｃ．ｇｌｏｍｅｒａｔａ）系のような植物－植食者－寄生蜂の関係におい
て、寄生蜂は、寄主植食者によって加害された植物が誘導的に生産しかつ放出する揮発性
の情報化学物質（匂い情報）を寄主探索に利用する。
【００１４】
　現在、ビニールハウスにおける減農薬または無農薬での栽培は、殺虫剤散布の代わりに
天敵昆虫、特に寄生蜂を用いる防除（すなわち、生物学的防除）が期待されている。ただ
し、害虫防除の目的でタイミングよく天敵昆虫を導入するために、所望する時期に所望す
る天敵昆虫を入手すること、すなわち、天敵昆虫を都合よく飼育することが重要である。
【００１５】
　しかしながら、従来、寄生蜂を長く生存させて飼育することは困難であった。ビニール
ハウス内には、寄生蜂の餌がないので、ビニールハウス内に導入および放し飼いされた寄
生蜂は、導入後約１日で死亡してしまう。また、単にビニールハウス内に単に餌を設置す
る従来の方法を採用しても、寄生蜂は餌を容易に発見することができず、その結果、ビニ
ールハウス内への寄生蜂導入３日後の寄生率は、初日の２０％程度まで低下するという問
題を生じる。このようなビニールハウス内で寄生蜂を飼育するためには、餌を効率よく給
餌する必要があり、そのために、寄生蜂を餌に効率よく誘引することが必要とされる。
【００１６】
　香り成分を用いて天敵昆虫を効率よく誘引する「植物の間接的誘導防衛」について、本
発明者らはすでに出願している（例えば、特許文献６および７を参照のこと）。このよう
に、誘導性化学物質を同定して当該誘導性化学物質を用いて寄生蜂を餌に効率よく誘引す
る方法は、天敵昆虫（例えば、寄生蜂）の給餌／飼育に対して非常に好ましい。しかし、
害虫（植食性昆虫）に加害された植物が天敵昆虫を誘引するために発する揮発性の匂い物
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質以外に、寄生蜂を誘引することのできる手段が存在することは、これまでに知られてお
らず、特に、天敵昆虫（例えば、寄生蜂）に効率よく給餌して飼育するという観点から害
虫防除効率を向上させようとする技術はこれまでに存在しなかった。
【特許文献１】特開平１１－３０７０５４号公報（平成１１年１１月５日公開）
【特許文献２】特開２００２－２６０４３１公報（平成１４年９月１３日公開）
【特許文献３】特開２００３－２８４４８２公報（平成１５年１０月７日公開）
【特許文献４】実全昭５８－９６７８８号公報（昭和５８年７月１日公開）
【特許文献５】特開平８－５１９０９号公報（平成８年２月２７日公開）
【特許文献６】特開２００３－３３９２６０公報（平成１５年１２月２日公開）
【特許文献７】特開２００４－１４９４２０公報（平成１６年５月２７日公開）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１７】
　本発明は、上記の問題点に鑑みてなされたものであり、その目的は、植物寄生性小型害
虫を捕食する天敵昆虫を効率よく飼育しかつその寄生率を向上するための給餌方法および
給餌装置を提供することである。換言すれば、本発明の目的は、寄生蜂（例えば、コナガ
コマユバチ）のような天敵昆虫を効率よく飼育しかつその寄生率を向上するための給餌方
法および給餌装置を供給することである。
【課題を解決するための手段】
【００１８】
　本発明に係る給餌装置は、天敵昆虫を飼育するために、飼料供給部、給餌部、当該飼料
供給部と当該給餌部とを連通する飼料導入部、および、Ｌ＊ａ＊ｂ＊表色系色度において
、Ｌ＊＝２０～１００、ａ＊＝－３０～＋３０、ｂ＊＝２０以上を示す色を有する材料か
らなる誘引部を備えることを特徴としている。
【００１９】
　本発明に係る給餌装置において、上記給餌部が繊維、紙、またはスポンジからなること
が好ましい。
【００２０】
　本発明に係る給餌装置において、上記飼料供給部がガラス、ポリエチレン、ポリプロピ
レン、またはポリエチレンテレフタレートからなることが好ましい。
【００２１】
　本発明に係る給餌装置において、上記誘引部を構成する材料が紙、ポリエチレン、ポリ
プロピレンおよびポリエチレンフタレートからなる群より選択されることが好ましい。
【００２２】
　本発明に係る給餌装置において、上記給餌部および飼料導入部が一体形成されているこ
とが好ましい。
【００２３】
　本発明に係る給餌装置において、上記天敵昆虫が寄生蜂であることが好ましい。
【００２４】
　本発明に係る給餌装置は、天敵昆虫を飼育するために、飼料供給部、当該飼料供給部か
ら飼料が供給されるように連通された給餌部、および、Ｌ＊ａ＊ｂ＊表色系色度において
、Ｌ＊＝２０～１００、ａ＊＝－３０～＋３０、ｂ＊＝２０以上を示す色を有する材料を
設けた誘引部を備えることを特徴としている。
【００２５】
　本発明に係る天敵昆虫の飼育方法は、上記の給餌装置を使用することを特徴としている
。
【００２６】
　本発明に係る天敵昆虫の飼育方法において、上記天敵昆虫が寄生蜂であることが好まし
い。
【発明の効果】
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【００２７】
　本発明に係る給餌装置をビニールハウス内に設置することによって、導入３日後であっ
ても寄生蜂の高い生存率および高い寄生率を得ることができる。その結果、ビニールハウ
スにおける減農薬または無農薬での栽培体系を確立することができる。
【００２８】
　本発明に係る給餌装置または給餌方法を用いることによって、土着寄生蜂、導入寄生蜂
の寄生効率を飛躍的に向上することができる。その結果、環境負荷低減型の持続的農業開
発を行なうことができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２９】
　本発明者らは、寄生蜂の飼育方法を探索した結果、従来方法の問題点を解決できること
を見出した。すなわち、本発明は、寄生蜂（例えば、コナガコマユバチ）を飼育するため
の給餌方法および給餌装置に関する。
【００３０】
　本発明者らは、寄生蜂を飼育するために蜜を給餌することが好ましいことを見出した。
具体的には、蜜を摂らない寄生蜂は１日で死亡するが、蜜を給餌することによって寄生蜂
の生存率が高まるとともに寄生率も向上した。
【００３１】
　しかし、上述したように、ビニールハウス内には、寄生蜂の餌がないので、ビニールハ
ウス内に導入および放し飼いされた寄生蜂は、導入後約１日で死亡してしまう。また、単
にビニールハウス内に単に餌を設置する従来の方法を採用しても、寄生蜂は餌を容易に発
見することができず、その結果、ビニールハウス内への寄生蜂導入３日後の寄生率は、初
日の２０％程度まで低下するという問題を生じる。このようなビニールハウス内で寄生蜂
を飼育するためには、餌を効率よく給餌する必要があり、そのために、寄生蜂を餌に効率
よく誘引することが必要とされる。
【００３２】
　本発明者らは、特定の色調を有する材料からなる部材を備える装置を用いれば、寄生蜂
を効率よく蜜源に誘引して給餌することができることを見出し、このような装置を用いれ
ば、より多くの寄生蜂が給餌用の容器に集まり、その結果、寄生蜂の生存率がより向上す
ることを見出した。
【００３３】
　本発明の第１の実施形態について図１に基づいて説明すると以下の通りである。
【００３４】
　図１に示すように、本実施形態に係る給餌装置１００は、飼料供給部１、給餌部２、飼
料供給部１と給餌部２とを連通する飼料導入部３、および誘引部４を備える。飼料供給部
１には、飼育する目的の天敵昆虫に給餌するための飼料５が蓄えられている。図１に示す
ように、本実施形態に係る給餌装置１００は、飼料５を蓄えた容器である飼料供給部１と
、誘引部４を備えた蓋６とが一体に構成され、飼料供給部１の内部から誘引部４を貫通す
る飼料導入部３の先端に給餌部２が設けられている。
【００３５】
　給餌部２は、繊維、紙、またはスポンジなどからなることが好ましく、繊維が最も好ま
しい。また、給餌部２は吸い上げ式の芯であることが好ましい。
【００３６】
　飼料導入部３は、繊維、紙、またはスポンジなどからなることが好ましく、繊維が最も
好ましい。飼料導入部３は、給餌部２と同一材質であってもよく、給餌部２および飼料導
入部３が単一部材を形成してもよい。すなわち、給餌部２自体が飼料導入部３であっても
よい。
【００３７】
　誘引部４において、Ｌ＊ａ＊ｂ＊表色系色度において、Ｌ＊＝２０～１００、ａ＊＝－
３０～＋３０、ｂ＊＝２０以上を示す色を有する材料としては、有機顔料、無機顔料、加
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工顔料、染料などからなる群より選択される材料が挙げられるがこれらに限定されない。
当該材料は、紙、ポリエチレン、ポリプロピレンおよびポリエチレンフタレートからなる
群より選択され、好ましくは、Ｌ＊ａ＊ｂ＊表色系色度において、Ｌ＊＝４０～８０、ａ
＊＝－２０～＋２０、ｂ＊＝４０以上を示す色を有する。本明細書中において使用される
場合、用語「紙」は、広辞苑等に定義されるように、主に植物性の繊維を材料とすること
が意図される。
【００３８】
　飼料５は、飼育する目的の天敵昆虫の種類によって適宜選択すればよく、蜂蜜、ショ糖
、グルコース、フルクトースなどが挙げられるが、これらに限定されない。最も好ましく
は、飼料５は蜂蜜（例えば、レンゲ蜂蜜）である。飼料５の濃度は、１０～５０％が好ま
しく、２０～５０％がより好ましい。
【００３９】
　蓋６は、誘引部４と同一の材料からなっていてもよく、誘引部４および蓋６が単一部材
を形成してもよい。すなわち、蓋６自体が誘引部４であってもよい。
【００４０】
　本発明の第２の実施形態について図２に基づいて説明すると以下の通りである。
【００４１】
　図２に示すように、本実施形態に係る給餌装置１０１は、飼料供給部１、給餌部２、飼
料供給部１と給餌部２とを連通する飼料導入部３、および誘引部４を備える。飼料供給部
１には、飼育する目的の天敵昆虫に給餌するための飼料５が蓄えられている。図２に示す
ように、本実施形態に係る給餌装置１０１は、飼料５を蓄えた容器である飼料供給部１と
、誘引部４を貼り付けた蓋６とが一体に構成され、飼料供給部１の内部から誘引部４を貫
通する飼料導入部３の先端に給餌部２が設けられている。
【００４２】
　図２に示すように、第２の実施形態では、第１の実施形態における誘引部４が蓋６に単
に貼り付けられた構成になっている。本実施形態において、給餌部２、飼料導入部３、お
よび飼料５は、第１の実施形態と同様であり得る。
【００４３】
　本発明の第３の実施形態について図３に基づいて説明すると以下の通りである。
【００４４】
　図３に示すように、本実施形態に係る給餌装置１０２は、飼料供給部１、給餌部２、飼
料供給部１と給餌部２とを連通する飼料導入部３、および誘引部４を備える。飼料供給部
１には、飼育する目的の天敵昆虫に給餌するための飼料５が蓄えられている。図３に示す
ように、本実施形態に係る給餌装置１０２は、飼料５を蓄えた容器である飼料供給部１の
内部と、誘引部４上に設けられた給餌部２とを飼料導入部３が連絡している。
【００４５】
　図３に示すように、本実施形態では、第１および第２の実施形態とは異なり、飼料供給
部が、給餌部２または誘引部４とは離れた構成になっている。
【００４６】
　給餌部２は、繊維、紙、またはスポンジなどからなることが好ましく、繊維が最も好ま
しい。
【００４７】
　飼料導入部３は、繊維、紙、またはスポンジなどからなることが好ましく、繊維が最も
好ましい。
【００４８】
　誘引部４は、第１および第２の実施形態において使用した材料からなればよい。
【００４９】
　飼料５は、飼育する目的の天敵昆虫の種類によって適宜選択すればよく、蜂蜜、ショ糖
、グルコース、フルクトースなどが挙げられるが、これらに限定されない。最も好ましく
は、飼料５は蜂蜜（例えば、レンゲ蜂蜜）である。飼料５の濃度は、１０～５０％が好ま
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しく、２０～５０％がより好ましい。
【００５０】
　図３において、１本の飼料導入部３が１つの飼料供給部１と１つの給餌部２とを連絡し
ているが、複数の飼料導入部３によって１つの飼料供給部１と複数の給餌部２とが連絡さ
れてもよい。
【００５１】
　また、図３において、給餌部２の材質が十分量の飼料を保持することができる材料から
なる場合、給餌部２が飼料供給部１および飼料導入部３を兼ねることによって、飼料供給
部１および飼料導入部３を省くことができる。この場合、給餌装置１０２は、給餌部２と
誘引部４からなる。
【００５２】
　本明細書中で使用される場合、「Ｌ＊ａ＊ｂ＊表色系色度において、Ｌ＊＝２０～１０
０、ａ＊＝－３０～＋３０、ｂ＊＝２０以上を示す色」は、色調が黄緑色～黄色～橙色で
あることが意図される。
【００５３】
　このように、本発明に係る給餌装置は、少なくとも、給餌部、および、特定の色調を有
する材料からなる誘引部を備えればよいといえる。すなわち、上記の実施形態以外の構成
を有する飼料供給部および飼料導入部を備える給餌装置も、本発明の技術的範囲に含まれ
る点に留意すべきである。
【００５４】
　上記色調および／または餌は、飼育する目的の天敵昆虫の種類に依存するので、目的と
する天敵昆虫の種類に応じて適宜選択すればよいことを、当業者は容易に理解する。
【００５５】
　つまり、本発明の目的は、天敵昆虫を飼育するための給餌方法および給餌装置を提供す
ることにあるのであって、本明細書中に具体的に記載した個々の部材の形状などに存する
のではない。したがって、上記実施形態以外の形状を有する給餌装置も本発明の範囲に属
することに留意しなければならない。
【００５６】
　本発明は、以下の実施例によってさらに詳細に説明されるが、これに限定されるべきで
はない。
【実施例】
【００５７】
　（実施例１：寄生蜂の生存日数に対する給餌の影響）
　図４は、コナガコマユバチ雌雄成虫の生存日数に対する給餌の影響を示す。餌のない状
況下（図中、「なし」または「蒸留水」）では、未交尾のハチと交尾済（既交尾）のハチ
との間には生存日数の差異はなく、オスとメスとの間にも生存日数の差異はなかった。し
かし、２０％ショ糖を給餌することによって、オスは２週間以上、メスは１週間以上生存
し、さらに、５０％レンゲ蜂蜜を給餌することによって、オスおよびメスともに２週間以
上生存した。このように、コナガコマユバチの生存には餌が重要であり、餌が得られない
と生存は１日が限界であることがわかった。
【００５８】
　（実施例２：給餌装置の違いによる寄生蜂の寄生率の変化）
　図５に示す形状の給餌装置（名称：ハチゲンキ）を用いて、温室のような比較的広い空
間において寄生蜂に有効に給餌することができるか否かを検討した。
【００５９】
　７ｍ×７ｍ×３ｍの温室内に、給餌装置（名称：ハチゲンキ）を３０ｃｍ間隔で５×５
＝２５ポット設置し、対角線上にコナガ２齢幼虫２０頭づつ合計１００頭、およびコナガ
コマユバチ（メス）１０頭を放し飼いして、放飼後１日と３日で寄生率を比較した。
【００６０】
　図６に示す給餌装置（名称：ハチゲンキ）の誘引部４として色調が白色または黄色のプ
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ラスチック板を用いる場合において、５０％レンゲ蜂蜜を餌として用いた場合のコナガコ
マユバチのコナガに対する寄生率を測定した。
【００６１】
【表１】

【００６２】
　実施例１で示したように、餌がなくてもコナガコマユバチは１日程生存することができ
る。その結果、給餌装置（名称：ハチゲンキ）の誘引部の色調に関わらず、放飼１日後に
おける寄生率は高かった。しかし、放飼１日後における寄生率に関して、給餌装置（名称
：ハチゲンキ）の誘引部の色調に依存して寄生率が変化した。具体的には、給餌装置（名
称：ハチゲンキ）の誘引部の色調が白色である場合は、寄生率が激減したが、給餌装置（
名称：ハチゲンキ）の誘引部の色調が黄色である場合は、依然として高い寄生率を保った
。
【００６３】
　以上のように、餌を摂らない寄生蜂は１日で死亡するが、餌を給餌することによって寄
生蜂の生存率が高まるとともに寄生率も向上し、餌を効率よく給仕するためには、黄色の
誘引部を有する給餌装置（名称：ハチゲンキ）を用いればよいことがわかった。

　（実施例３：給餌装置を設置する場所による寄生蜂の寄生率の変化）
　給餌装置（名称：ハチゲンキ）を設置するのに好ましい高さを検討した。具体的には、
図５に示した給餌装置（名称：ハチゲンキ）を地面から５０ｃｍまたは２ｍの高さに設置
した場合の寄生蜂の寄生率を調べた。
【００６４】
【表２】

【００６５】
　表２に示したように、給餌装置（名称：ハチゲンキ）の設置場所は、地上から５０ｃｍ
の高さが好ましいことがわかった。
【００６６】
　本発明は上述した実施形態に限定されるものではなく、請求項に示した範囲で種々の変
更が可能である。すなわち、請求項に示した範囲で適宜変更した技術的手段を組み合わせ
て得られる実施形態についても本発明の技術的範囲に含まれる。
【産業上の利用可能性】
【００６７】
　本発明に係る給餌装置をビニールハウス内に設置することによって、ビニールハウスに
おける減農薬または無農薬での栽培体系を確立することができる。また、本発明に係る給
餌装置または給餌方法を用いることによって、土着寄生蜂、導入寄生蜂の寄生効率を飛躍
的に向上することができる。その結果、環境負荷低減型の持続的農業開発を行なうことが
できる。
【図面の簡単な説明】
【００６８】
【図１】図１は、本発明の一実施形態を示すものであり、本発明に係る給餌装置の構成を
示す斜視図である。
【図２】図２は、本発明の一実施形態を示すものであり、本発明に係る給餌装置の構成を
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示す斜視図である。
【図３】図３は、本発明の一実施形態を示すものであり、本発明に係る給餌装置の構成を
示す図である。
【図４】図４は、コナガコマユバチ雌雄成虫の生存日数に対する給餌の影響を示すグラフ
である。
【図５】図５は、本発明の一実施形態を示すものであり、本発明に係る給餌装置（名称：
ハチゲンキ）を恒温室内で用いた際の給餌状況を示す写真である。
【図６】図６は、本発明の一実施形態を示すものであり、本発明に係る給餌装置（名称：
ハチゲンキ）を小型選択箱内で用いた際の給餌状況を示す写真である。
【符号の説明】
【００６９】
　　１　　飼料供給部
　　２　　給餌部
　　３　　飼料導入部
　　４　　誘引部
　　５　　飼料
　　６　　蓋
１００　　給餌装置
１０１　　給餌装置
１０２　　給餌装置

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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